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第
十
五
章　

加
東
市
代
表
監
査
委
員

住
民
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟

　

平
成
十
八
年
三
月
二
十
日
に
加
東
市
が
発
足
し
、
最
初
の
議
会
に
お
い
て
、
加
東
市
代
表
監
査
委
員
に
選
任

さ
れ
た
。
そ
の
後
、
再
選
さ
れ
現
在
ま
で
務
め
て
い
る
。
旧
加
東
郡
三
町
が
、
合
併
に
よ
り
、
十
八
年
三
月
十

九
日
で
打
ち
切
り
決
算
を
行
っ
た
た
め
、
旧
三
町
の
最
後
の
決
算
審
査
か
ら
引
き
続
き
、
加
東
市
の
監
査
・
検

査
・
審
査
を
行
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
加
東
市
長
が
管
理
者
を
務
め
る
一
部
事
務
組
合
の
北
播
肢
体
不
自
由
児
機
能
回
復
訓
練
施
設
わ
か
あ

ゆ
園
、
北
播
衛
生
事
務
組
合
、
播
磨
内
陸
医
務
事
務
組
合
・
播
磨
看
護
専
門
学
校
、
北
は
り
ま
消
防
本
部
の
監

査
委
員
並
び
に
加
東
市
ふ
る
さ
と
振
興
協
会
の
監
事
を
兼
務
し
て
い
る
。

　

私
が
、
加
東
市
の
代
表
監
査
委
員
に
な
っ
て
か
ら
、
今
日
ま
で
に
多
く
の
住
民
監
査
請
求
と
一
つ
の
住
民
訴

訟
が
起
こ
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
公
表
さ
れ
て
い
る
。

　

住
民
監
査
請
求
・
住
民
訴
訟
に
関
す
る
地
方
自
治
法
の
規
定
は
、
二
四
二
条
と
、
二
四
二
条
の
二
の
わ
ず
か
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二
か
条
で
あ
り
、
こ
れ
を
補
う
も
の
は
、
判
例
と
行
政
実
例
で
あ
る
。
私
に
は
、
初
め
て
の
経
験
で
、
苦
労
す

る
こ
と
も
多
か
っ
た
。

　

住
民
監
査
請
求
は
、
地
方
公
共
団
体
の
住
民
が
、
そ
の
地
方
公
共
団
体
の
執
行
機
関
（
首
長
、
委
員
会
、
委

員
）
ま
た
は
職
員
に
つ
い
て
、
違
法
ま
た
は
不
当
な
財
務
会
計
上
の
行
為
若
し
く
は
怠
る
事
実
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
、
こ
れ
を
証
明
す
る
書
面
を
添
え
て
、
監
査
委
員
に
対
し
、
監
査
を
求
め
、
必
要
な
措
置
を
構
ず
る
よ

う
、
請
求
す
る
制
度
で
あ
る
。

　

こ
の
制
度
に
よ
っ
て
所
期
の
目
的
を
実
現
し
え
な
い
場
合
に
、
住
民
は
裁
判
所
に
住
民
訴
訟
を
提
起
す
る
こ

と
に
な
る
。

　

監
査
請
求
の
対
象
と
な
る
事
項
は
、
違
法
も
し
く
は
不
当
な
、
①
公
金
の
支
出
、
②
財
産
の
取
得
、
管
理
、

処
分
、
③
契
約
の
締
結
・
履
行
、
④
債
務
そ
の
他
の
義
務
の
負
担
、
ま
た
は
違
法
も
し
く
は
不
当
な
、
⑤
公
金

の
賦
課
徴
収
を
怠
る
事
実
、
⑥
財
産
の
管
理
を
怠
る
事
実
、
で
あ
る
。

　

上
記
の
財
務
会
計
行
為
の
う
ち
二
種
類
の
怠
る
事
実
を
除
く
四
種
類
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
当
該
行
為
が
な

さ
れ
る
こ
と
が
相
当
の
確
実
さ
も
持
っ
て
予
測
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。

　

な
お
、
①
の
行
為
の
あ
っ
た
日
か
ら
一
年
以
上
経
過
し
て
い
る
場
合
（
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
除
く
）

に
は
、
監
査
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

措
置
を
請
求
で
き
る
事
項
は
、
①
当
該
行
為
を
事
前
に
防
止
す
る
こ
と
、
②
当
該
行
為
を
事
後
的
に
是
正
す
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る
こ
と
、
及
び
③
当
該
怠
る
事
実
を
改
め
る
こ
と
、
並
び
に
④
当
該
行
為
も
し
く
は
怠
る
事
実
に
よ
り
、
そ
の

地
方
公
共
団
体
の
こ
う
む
っ
た
損
害
を
補
填
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。

　

二
十
一
年
四
月
十
四
日
ご
ろ
か
ら
「
県
内
十
三
市
町
の
仕
組
み
債
購
入
」
に
つ
い
て
、
神
戸
新
聞
な
ど
の
報

道
が
続
き
、
加
東
市
で
は
、
住
民
監
査
請
求
が
起
こ
さ
れ
た
。
監
査
委
員
と
し
て
、
要
件
審
査
、
審
査
、
審
査

結
果
の
通
知
と
公
表
に
取
り
組
ん
だ

監
査
講
評

　

毎
年
、
決
算
審
査
が
終
了
す
る
と
監
査
講
評
を
行
う
。
以
下
は
、
最
近
行
っ
た
監
査
講
評
の
一
例
で
あ
る
。

　
（
総
論
）

　

☆
☆
年
度
に
入
っ
て
か
ら
、
私
は
、
加
東
市
の
Ｅ
Ｆ
Ｐ
（Education

、Facility

、Publicity

）
に
つ
い
て

積
極
的
に
意
見
を
述
べ
て
い
る
。

・
職
員
の
研
修
（
Ｅ
）
に
つ
い
て

　

加
東
市
は
、
平
成
☆
☆
年
度
か
ら
兵
庫
県
職
員
講
師
に
よ
る
債
権
徴
収
研
修
、
中
堅
職
員
研
修
（
主
幹
級
対

象
）、
全
国
市
町
村
国
際
文
化
研
修
所
（
滋
賀
県
大
津
市
）
へ
の
派
遣
研
修
を
積
極
的
に
進
め
て
い
る
。
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し
か
し
な
が
ら
、
研
修
費
の
予
算
が
少
額
（
☆
☆
☆
万
円
）
で
あ
る
た
め
、
近
隣
市
町
に
比
較
し
て
、
参
加

機
会
が
少
な
く
、
参
加
人
数
も
少
な
い
。
今
後
、
職
員
研
修
予
算
を
増
額
さ
れ
、
参
加
人
数
が
増
加
す
る
こ
と

を
期
待
す
る
。

　

ま
た
、
受
講
し
た
者
が
講
師
と
な
り
、
課
の
職
員
を
対
象
に
伝
達
講
習
を
実
施
す
る
な
ど
研
修
効
果
を
共
有

す
る
方
策
を
検
討
さ
れ
た
い
。

　

職
員
研
修
は
、
現
状
の
不
十
分
な
箇
所
の
原
因
を
突
き
止
め
そ
の
改
善
策
を
打
ち
出
し
、
職
員
の
資
質
向
上

を
図
り
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
目
指
し
、
市
民
満
足
度
を
高
め
る
施
策
に
取
り
組
ま
れ
て
い
る
が
（
職
員
研

修
基
本
方
針
）、
現
状
で
は
、
参
加
者
が
特
定
の
者
に
限
っ
て
お
り
顕
著
な
効
果
が
見
え
て
こ
な
い
。

※
職
員
研
修
の
充
実
は
、
職
員
に
成
長
の
実
感
を
与
え
る
と
同
時
に
、
市
長
以
下
市
の
幹
部
に
対
す
る
信
頼

を
も
た
ら
す
。
Ｏ
Ｊ
Ｔ
（
職
場
内
訓
練
）
や
自
己
研
鑽
だ
け
に
頼
ら
ず
、
多
彩
な
外
部
研
修
で
学
び
、
他

市
町
の
優
秀
な
人
材
に
触
れ
る
機
会
を
積
極
的
に
設
け
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
ー
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
Ｆ
）
に
つ
い
て

　

加
東
市
は
、
平
成
の
大
合
併
に
よ
り
生
ま
れ
た
新
し
い
市
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
庁
舎
、
学
校
、
幼
稚
園
、

ス
ポ
ー
ツ
施
設
、
文
化
会
館
、
図
書
館
、
福
祉
と
介
護
の
拠
点
、
温
泉
施
設
、
な
ど
、
旧
三
町
の
施
設
（
フ
ァ

シ
リ
テ
ィ
ー
）
が
三
十
二
以
上
存
在
し
、
そ
の
最
適
化
と
、
有
効
利
用
が
望
ま
れ
る
。

　

施
設
の
統
廃
合
、
再
配
置
、
保
有
か
賃
借
の
選
択
、
民
間
委
託
、
ス
ペ
ー
ス
の
有
効
利
用
、
コ
ス
ト
削
減
等
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に
つ
い
て
、
全
一
体
的
に
検
討
し
、
施
設
（
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
ー
）
の
総
量
縮
減
と
、
質
の
見
直
し
を
行
う
フ
ァ

シ
リ
テ
ィ
ー
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
望
ま
れ
る
。

・
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
（
Ｐ
）
に
つ
い
て

　

加
東
市
独
自
の
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
充
実
強
化
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
は
、
新
聞
・
雑
誌
等
へ

の
メ
デ
ィ
ア
に
対
し
て
、
コ
ス
ト
を
か
け
る
こ
と
な
く
、
好
ま
し
い
市
の
情
報
や
イ
メ
ー
ジ
を
、
適
時
に
提
供

し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
市
民
の
正
し
い
理
解
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
市
の
担
当
者
と
新
聞
記
者
等
と
の
間
に
、
正
確
な
情
報
認
識
が
必
要
で
あ
り
、
信
頼
性
の

高
い
情
報
を
早
い
段
階
か
ら
の
発
信
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
ま
た
、
公
開
が
不
要
な
情
報
や
、
誤
解
を
招
く

情
報
に
つ
い
て
は
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
点
か
ら
適
正
に
対
処
す
べ
き
で
あ
る
。

※
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
は
、
新
聞
、
雑
誌
ば
か
り
で
な
く
、
ネ
ッ
ト
上
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
も
行
わ
れ
る
。
情

報
発
信
の
ス
ピ
ー
ド
を
競
う
必
要
は
な
い
が
、
正
確
で
信
頼
性
が
高
く
、
有
用
な
情
報
は
早
い
段
階
か
ら

の
提
供
が
望
ま
れ
る
。

　

以
上
の
三
点
に
留
意
し
な
が
ら
、
☆
☆
年
度
決
算
審
査
を
実
施
し
た
。
特
に
、
各
職
員
の
担
当
事
務
の
合
法
、

合
規
判
断
に
関
す
る
知
識
の
広
さ
と
深
さ
、
事
務
執
行
の
妥
当
性
に
対
す
る
判
断
の
幅
に
つ
い
て
質
問
を
す
る

こ
と
が
多
か
っ
た
。

　

例
月
検
査
、
定
期
監
査
の
結
果
と
合
わ
せ
て
効
果
的
に
監
査
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
、
ご
協
力
い
た
だ
い
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た
各
職
員
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。
以
下
各
論
（
省
略
）

※
監
査
結
果
は
、
意
見
書
と
し
て
市
長
に
提
出
す
る
が
、
意
見
書
に
掲
載
し
な
か
っ
た
実
務
上
の
指
摘
事
項

や
改
善
事
項
、
監
査
委
員
と
し
て
の
期
待
や
要
望
な
ど
を
「
監
査
講
評
（
総
論
・
各
論
）」
と
し
て
、
市

長
に
報
告
し
て
い
る
。


